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第１章　総　則

（目　的）
第１条　　この要領は、「経理規程」第40条の規定に基づき、当社の保有する固定資産の取得・異動及び保管等の管理手続を定め、資産の有効活用を促進することを目的とする。

（管理責任者）
第２条①　各部門において所管する固定資産の取得・異動及び保管等の管理については、当該管理部署責任者がその責任を負う。
②　総務部長は、固定資産の管理について総括する。
③　固定資産の会計処理に関しては、所定の手続にしたがって各会計単位の管理業務担当部門及び経理担当部門がこれを行うものとする。

（管理台帳）
第３条　　各部門は、固定資産台帳を設けて、各固定資産につきその増減残高及び現況を記録整理しなければならない。


第２章　取　得

（取得手続）
第４条①　固定資産を取得する場合は、「稟議規程」の定めにしたがい所定の決裁を受けた上で行うものとする。
②　管理責任者は、業務計画に基づき所定の設備投資予算及び経費予算を作成し、当該予算範囲内で固定資産の取得を実行するものとする。

（固定資産台帳への登録）
第５条　　固定資産を取得した場合、あるいは他部門から引渡を受けた場合は、各所管の管理事務責任者は遅滞なく固定資産台帳に登録しなければならない。

（帳簿価額）
第６条　　固定資産台帳の帳簿価額は、原則としてその取得価額より減価償却累計額を控除した金額とする。

（建設中の固定資産）
第７条　　固定資産建設のための支出はすべて建設仮勘定に計上し、工事完了又は所有権確定後、遅滞なく当該資産に振替えるものとする。


第３章　異　動

（異動）
第８条①　固定資産の異動とは、移動・貸与・遊休・売却及び滅失等を総称する。
　　　②　管理責任者は固定資産を異動する場合は、「稟議規程」の定めるところにしたがい、所定の決裁を受けた上で行うものとする。
　③　管理事務責任者は、所定の手続を経て異動登録を実施するものとする。

（除却又は滅失）
第９条　　固定資産を滅失又は除却した場合は、滅失又は除却した時点の月初帳簿価額を除却損として計上する。

（売却）
第10条　 固定資産を売却した場合は、売却価額及び帳簿価額に基づいて適切な売却損益を計上しなければならない。

（減損損失）
第11条　 経理責任者は固定資産が経済状況の変化等により投資額の回収可能性が見込めなくなった場合、減損会計処理しなければならない。減損損失は当該損失が認識された期の損失とする。減損損失の額は、当該固定資産の帳簿価額から回収可能額を控除した金額とし、回収可能額は、その資産を売却した場合の正味売却価額と使用価値（将来キャッシュフローの割引現在価値）のいずれか大きい方とする。


第４章　保　管

（保管）
第12条　 管理責任者は、固定資産の損失・盗難・火災・腐朽及び損壊等の危険並びに損害を防止すると共に、必要に応じて修理・改築及び改良等を加え、経済的価値の維持を図らなければならない。

（登記）
第13条 　総務部は、登記を要する固定資産の取得又は異動のあったときは、遅滞なく登記の手続を実施しなければならない。

（損害保険）
第14条 　火災、台風等の天災、その他偶然な事故等により損害を受けるおそれのある固定資産については、保険を付すものとする。

（固定資産の保全）
第15条 　各所管部門は、必要に応じて固定資産の保全契約を締結するものとする。


第５章　雑　則

（要領の管理）
第16条　 この要領の管理は、総務部長が行う。


付　　則

[bookmark: _GoBack]この要領は、２０２１年　７月　１日から実施する。
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